
＜休業させる場合の留意点＞ 
 問１ 新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつけ
ればよいのでしょうか。
 新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、休業期間中の賃金の取り扱いに
ついては、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者が安心し休むことが
できる体制を整えていただくようお願いします。 
 休業期間中の賃金の支払いの必要性の有無などについては、個別事案ごとに諸事情を総合
的に勘案するべきですが、労働基準法第 26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業
の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当（平均賃金の 100分の 60 以上）を支払わな
ければならないとされています。 
また、労働基準法においては、平均賃金の 100分の 60 までを支払うことが義務付けられて
いますが、労働者がより安心して休むことができるよう、就業規則等により各企業において、
100分の 60 を超えて（例えば 100 分の 100）を支払うことを定めていただくことが望まし
いものです。なお、休業手当を支払った場合、支給要件に合致すれば、雇用調整助成金の支
給対象になります。 
※不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当
の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、①その原因が事業の外部より発生した
事故であること、②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けること
のできない事故であることの２つの要件を満たすものでなければならないと解されていま
す。例えば、自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合におい
て、これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を
尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当す
る場合があり、休業手当の支払が必要となることがあります。 

＜感染した方を休業させる場合＞ 
 問２ 労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのように
すべきですか。
 新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業す
る場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられま
すので、休業手当を支払う必要はありません。 
なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金
が支給されます。 
  具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して３日を経
過した日から、直近 12 カ月の平均の標準報酬日額の３分の２について、傷病手当金により
補償されます。 
 具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認ください。 



＜感染が疑われる方を休業させる場合＞ 
問３ 新型コロナウイルスへの感染が疑われる方について、休業手当の支払いは必要ですか。
 感染が疑われる方への対応は「新型コロナウイルスに関するＱ＆Ａ（一般の方向け）１．
緊急事態宣言と政府の方針問 5「発熱や咳などの症状がある場合には、どうしたらよいです
か。」」をご覧ください。 
これに基づき、「受診・相談センター」でのご相談の結果を踏まえても、職務の継続が可能
である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰
すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。 

問７ 新型インフルエンザ等対策特別措置法による対応が取られる中で、協力依頼や要請など
を受けて営業を自粛し、労働者を休業させる場合、労働基準法の休業手当の取扱はどうなる
でしょうか。 
 新型インフルエンザ等対策特別措置法による対応が取られる中で、協力依頼や要請などを
受けて営業を自粛し、労働者を休業させる場合であっても、労使がよく話し合って、休業中
の手当の水準、休業日や休業時間の設定等について、労働者の不利益を回避する努力をお願
いします。 
また、労働基準法上の休業手当の要否にかかわらず、経済上の理由により事業活動の縮小を
余儀なくされた事業主に対しては、雇用調整助成金が、事業主が支払った休業手当の額に応
じて支払われます。 
なお、新型インフルエンザ等対策特別措置法による対応が取られる中で、協力依頼や要請
などを受けて営業を自粛し、労働者を休業させる場合であっても、一律に労働基準法に基づ
く休業手当の支払義務がなくなるものではありません。 
 労働基準法第 26 条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休
業期間中の休業手当（平均賃金の 100 分の 60以上）を支払わなければならないとされてい
ます。不可抗力による休業の場合は、使用者に休業手当の支払義務はありませんが、不可抗
力による休業と言えるためには、 
  ①その原因が事業の外部より発生した事故であること 
   ②事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができない
事故であること 
 という要素をいずれも満たす必要があります。 
①に該当するものとしては、例えば、今回の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく
対応が取られる中で、営業を自粛するよう協力依頼や要請などを受けた場合のように、事業
の外部において発生した、事業運営を困難にする要因が挙げられます。   
②に該当するには、使用者として休業を回避するための具体的努力を最大限尽くしている
と言える必要があります。具体的な努力を尽くしたと言えるか否かは、例えば、  
 ・自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これ



を十分に検討しているか 
 ・労働者に他に就かせることができる業務があるにもかかわらず休業させていないか 
 といった事情から判断されます。 
 （ 疑 問 点 等 が あ れ ば 、 お 近 く の 労 働 局 及 び 労 働 基 準 監 督 署
（https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html）に御
相談ください。） 


